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■
防
止
と
早
期
発
見

　
「
孤
独
死
と
は
、
身
の
回
り
に
起

き
う
る
こ
と
」
を
周
知
し
、「
孤
独

死
に
至
る
前
に
必
要
な
支
援
や
情
報

を
当
事
者
に
届
け
る
」こ
と
が
必
要
。

家
族
友
人
職
場
地
域
等
「
人
と
つ
な

が
り
」を
維
持
す
る
こ
と
が
重
要
で
、

孤
独
死
し
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、

周
囲
の
人
と
の
つ
な
が
り
が
あ
れ
ば

早
く
孤
独
死
を
発
見
し
、
遺
体
の
損

傷
や
金
銭
的
負
担
を
少
な
く
す
る
こ

と
が
可
能
。
知
事
か
ら
は
、
地
域
の

中
で
の
人
と
の
つ
な
が
り
を
創
出

し
、
若
年
層
に
対
し
て
は
ひ
き
こ
も

り
支
援
等
を
通
じ
て
、
孤
立
を
生
ま

な
い
為
の
取
り
組
み
を
続
け
て
ゆ
く

旨
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

■
検
視
に
つ
い
て

　

孤
独
死
の
発
見
後
、警
察
に
よ
り

身
元
、事
件
性
の
有
無
の
確
認
で
あ
る

「
検
視
」
が
行
わ
れ
ま
す
。
遺
族
に

最
初
に
死
の
事
実
を
伝
え
、故
人
の

最
終
的
な
生
活
状
況
や
死
亡
日
時
を

推
定
す
る
の
は
警
察
の
仕
事
に
な
り

ま
す
。
県
警
本
部
長
か
ら
は
、事
件

死
の
可
能
性
を
見
逃
さ
な
い
、そ
し

て
、遺
体
に
は
礼
を
つ
く
す
対
応
を

し
て
い
る
旨
、答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

■
死
亡
届
の
届
出
人
不
在
問
題

　

遺
体
を
引
き
受
け
る
親
族
が
不
存

在
の
場
合
、
戸
籍
の
死
亡
届
を
提
出

で
き
ず
火
葬
が
で
き
な
い
問
題
が
起

き
て
い
ま
す
。
最
終
的
に
は
身
元
不

明
者
と
同
様
、
市
町
村
が
戸
籍
の
手

続
と
火
葬
を
行
い
ま
す
。
死
亡
届
の

届
出
人
は
任
意
後
見
受
任
者
で
も
可

能
と
な
る
等
、
対
象
は
広
が
っ
て
い

ま
す
が
、
孤
独
死
が
増
え
る
現
状
に

戸
籍
法
が
追
い
つ
い
て
い
ま
せ
ん
。

市
町
村
レ
ベ
ル
で
起
き
て
い
る
問
題

を
県
と
し
て
も
把
握
し
、
国
に
制
度

改
善
の
提
案
を
し
て
欲
し
い
旨
、
要

望
し
ま
し
た
。

■
孤
独
死
と
住
宅
問
題

　

孤
独
死
現
場
の
居
室
は
「
特
殊
清

掃
」が
必
要
と
な
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、

家
財
撤
去
清
掃
後
に
部
屋
を
明
け
渡

す
ま
で
の
家
賃
が
必
要
。
遺
族
、
家

主
に
は
大
き
な
負
担
と
な
り
ま
す
。

部
屋
の
原
状
回
復
に
は
「
孤
独
死
保

険
」
と
い
う
商
品
が
あ
り
、
周
知
を

拡
大
す
べ
き
で
あ
る
と
要
望
し
ま
し

た
。
ま
た
、
特
殊
清
掃
に
関
し
て
、

感
染
症
対
策
も
必
要
で
あ
り
、
事
業

と
増
加
し
、
一
方
教
職
員
の
病
気
休

職
者
は
、２
０
１
１
年
度
１
１
９
人
、

２
０
２
０
年
度
末
82
人
と
減
少
傾
向

に
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
数
年
は
減
少

幅
が
小
さ
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ

で
、
県
と
県
教
育
委
員
会
は
、
こ
れ

ま
で
の
働
き
方
改
革
を
ど
の
よ
う
に

評
価
し
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
今
後
の

取
り
組
み
を
ど
の
よ
う
に
行
っ
て
い

く
か
お
尋
ね
し
ま
す
。

（
総
務
部
長
答
弁
）
県
で
は
、
平
成

30
年
３
月
に
長
時
間
労
働
の
是
正
に

向
け
た
職
員
行
動
指
針
を
策
定
し
、

勤
務
時
間
の
適
正
管
理
や
公
務
能
率

の
向
上
等
の
働
き
方
改
革
に
取
り
組

み
、
一
定
の
成
果
を
あ
げ
て
き
た
。

具
体
的
に
は
、
勤
務
時
間
管
理
シ
ス

テ
ム
の
導
入
に
よ
り
、
個
々
の
勤
務

実
態
を
把
握
し
、
恒
常
的
に
時
間
外

勤
務
が
多
い
班
に
は
、
定
数
配
分
を

増
や
す
な
ど
対
応
。
ま
た
、
新
型
コ

ロ
ナ
へ
の
対
応
で
は
、
保
健
所
等
の

職
員
や
兼
務
職
員
の
配
置
な
ど
、
業

務
負
担
が
偏
ら
な
い
よ
う
努
め
て
き

た
。
病
気
休
職
等
を
未
然
に
防
ぐ
こ

と
も
重
要
で
あ
り
、
長
時
間
勤
務
職

員
に
産
業
医
が
き
め
細
か
く
面
接
指

導
を
行
う
ほ
か
、
メ
ン
タ
ル
相
談
の

窓
口
強
化
等
、
職
員
に
向
き
合
い
な

が
ら
体
制
を
充
実
。
県
職
員
の
働
き

方
改
革
に
は
、
こ
れ
が
ゴ
ー
ル
と
い

う
も
の
は
な
く
、
不
断
に
組
織
を
挙

げ
て
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
。
今
後
と
も
、
明
る

く
風
通
し
の
良
い
職
場
づ
く
り
を
は

じ
め
、
職
員
が
健
康
で
意
欲
や
や
り

が
い
を
持
っ
て
職
務
を
遂
行
で
き
る

よ
う
取
り
組
ん
で
ま
い
る
。

（
教
育
長
答
弁
）
教
育
委
員
会
で
は
、

教
員
が
子
ど
も
と
向
き
合
う
時
間
を

拡
充
す
る
た
め
、
平
成
20
年
に
「
学

校
現
場
の
負
担
軽
減
Ｐ
Ｔ
」
を
設
置

し
、
研
修
・
会
議
の
縮
減
や
学
校
現

場
へ
の
調
査
文
書
の
削
減
等
、
教
職

員
の
負
担
軽
減
に
取
り
組
ん
で
き

た
。
ま
た
、
教
員
が
本
来
担
う
べ
き

学
習
指
導
や
生
徒
指
導
等
に
専
念
で

き
る
よ
う
、
Ｓ
Ｃ
、
Ｓ
Ｓ
Ｗ
及
び
Ｓ

Ｓ
Ｓ
等
の
外
部
人
材
の
活
用
も
進
め

て
き
た
と
こ
ろ
。
さ
ら
に
、
部
活
動

指
導
員
の
配
置
や
適
切
な
休
養
日
等

を
設
定
す
る
な
ど
、
部
活
動
改
革
に

も
取
り
組
ん
で
き
た
。
こ
れ
ら
の
取

り
組
み
に
よ
り
、
県
立
学
校
で
は
時

間
外
在
校
等
時
間
及
び
長
時
間
勤
務

者
数
と
も
に
令
和
２
年
度
は
前
年
度

か
ら
減
少
し
て
お
り
、
一
定
の
成
果

も
み
ら
れ
る
。
今
後
は
、
在
校
等
時

間
の
上
限
等
に
関
す
る
方
針
に
基
づ

き
１
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
の

適
用
を
見
据
え
適
正
な
勤
務
時
間
管

理
の
徹
底
を
図
る
。
併
せ
て
、
Ｉ
Ｃ

Ｔ
の
活
用
に
よ
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
研

修
等
の
充
実
の
ほ
か
、
全
市
町
村
共

通
の
校
務
支
援
シ
ス
テ
ム
が
順
次
導

入
さ
れ
る
こ
と
で
、
負
担
軽
減
や
業

務
効
率
化
が
さ
ら
に
進
む
も
の
と
考

え
る
。
引
き
続
き
、
市
町
村
教
育
委

浦
うら

野
の

　英
ひで

樹
き

（大分市）

一般質問孤
独
死
と
い
か
に

向
き
合
う
か

者
の
レ
ベ
ル
を
確
保
す
る
為
の
対
応

が
行
政
と
し
て
も
必
要
で
は
な
い
か

と
問
題
提
起
し
ま
し
た
。

馬
ば

場
ば

　林
はやし

（中津市）

一般質問県
職
員
と
教
職
員
の

働
き
方
改
革

　

今
回
の
一
般
質
問
で
は
、
①
コ
ロ
ナ

禍
の
社
会
的
影
響
と
し
て
、
雇
用
の

維
持
、
最
低
賃
金
、
差
別
・
偏
見
の

防
止
、
②
児
童
養
護
施
設
退
所
者
等

へ
の
支
援
、
③
働
き
方
改
革
と
し
て
、

県
内
企
業
の
働
き
方
改
革
、
県
職
員
・

教
職
員
の
働
き
方
改
革
、
④
教
育
に

つ
い
て
、
特
別
支
援
学
級
の
配
置
基

準
、
県
立
高
校
の
定
員
内
不
合
格
、

⑤
中
津
日
田
道
路
の
進
捗
状
況
の
５

項
目
に
つ
い
て
質
問
し
ま
し
た
。

県
職
員
・
教
職
員
の
働
き
方
改
革
に

つ
い
て

（
質
問
）
現
職
で
亡
く
な
ら
れ
た
方

は
、２
０
１
１
年
か
ら
の
10
年
間
で
、

知
事
部
局
41
人
、
小
・
中
・
県
立
学

校
で
76
人
に
も
上
り
ま
す
。
病
気
休

職
者
は
、
知
事
部
局
で
２
０
１
１
年

度
末
10
人
、
２
０
２
０
年
度
末
22
人


